
院 内 掲 示

【住  所 】
熊本市荒尾市川登 1761番地24

【名 称 】
医療法人社団 荒尾クリニック ふれあいクリニック

【九州厚生局への届出事項に関する事項 】
当院は、次の施設基準の届出を行つています。

有床診療所入院基本料 (I)

※当診療所は看護職員が7名以上勤務しています。

夜間緊急体制確保力日算

夜間看護配置加算 2

看護補助配置加算 1

○機能強化力日算

○ 看取 り加算

○ 有床診療所急性患者支援病床初期加算

有床診療所在宅患者支援病床初期加算

連携強化加算

時間外対応加算 1

○ 外来感染対策向上加算

○ 外来後発医薬品使用体制加算 2

在宅療養支援診療所 3

在宅時医学総合管理料 及び 特定施設入居時等医学総合管理料

運動器 リハ ビジテーシ ョン (Ⅱ )

※ リハビジテーション初期加算 (入院のみ)

○ 脳血管疾患等 リハ ビリテーション (Ⅲ )

※ リハビジテーション初期加算 (入院のみ)

○ がん治療連携指導料

令和 6年 6月 1日

医療法人社団 荒尾クヅニック

ふれあいクヅニック

院 長   江 口 裕之



2025年 (令不日7年)4月 1日より
・
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●入院時の食事代は、診療や薬代などの費用とは別に下表の

自己負担が嚇要です。

【入院時1倉あたりの負担額】

該当なし

●低所得者
(住民税非課税)

0-般
(下記以外)

一般

(70歳未満)

●低所得者 I

(※ 2)

0低所得者Ⅱ
(※ 1)

●一般
(下記以外)

70歳以上の

高齢者

司現③閣

蠅鬱③閣

過去一年間の入暁期間が90日以上

2聡 ③閣

過去一年間の入院期間が90日以内

毬③③閣

指定難病患者・ 精神病床に 1年以上越入院する患者

51③ 圃

令不日7年 4月 1日から

標準負担額 (1食あたり)

※1 低所得者Ⅱ:①世帯全員が住民税非課税であつて、「l氏所得者 I」 以外のもの
※2 1氏所得者 I:①世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が隊要経費・控除を差しヨ|いたときにO円となる者

あるいは②老齢福祉年金受給権者
※司。※2に該当する方は医療l呆険σ)保険者が発行する「減額認定証」が必要です。



保 険 外 費 用

O 器 (賞与) 大  90円
(容器返されたら返金します)小  55円

① 軟 器 大  33円
′Jヽ   22円

0オムツ( ヽ 参可) M l16円
L  135円

Oリハバンツ(持 可 ) M l10円
L  1201円

○ 尿とリパッド(持参 ロ )大  65円
′1ヽ    45円

Oテ レビ代 1日 230円

Oテ レビ代+冷 1日 360円

ふれあいクリニック


